
◆電子申請後に市に提出する添付書類の一覧及び郵送による提出の可否

№ 分類 手続 添付書類 郵送による提出の可否

1 交付申請
①身体障害者診断書・意見書
（１５条指定医師が作成に限る）
②写真（４×３）

可能

2 再交付申請

①身体障害者診断書・意見書
（１５条指定医師が作成に限る）
②写真（４×３）
③現在持っている手帳の写し

可能

3 居住地・氏名変更 身体障害者手帳
郵送による手続き不可。手帳の書き換え手続き
があるため、市窓口にお越しください。

4 返還届 身体障害者手帳
郵送による手続き不可。手帳を市窓口で回収す
るので、市窓口にお越しください。

5 更新申請
①障害年金の証書ｏｒ改定はがきの写しor診断書
②写真（手帳に写真の掲載を希望しない場合は不要）

可能

6 （県外からの）転入届
①写真
②県外で交付された精神障害者保健福祉手帳の写し

可能

7 再交付申請
①（障害年金の証書ｏｒ改定はがき）の写しｏｒ診断書原本
②精神障害者保健福祉手帳

可能

8 （県内からの）転入届 精神障害者保健福祉手帳
9 変更届 精神障害者保健福祉手帳

10
交付申請
再交付申請

①療育手帳
②その他

郵送による手続き不可。市職員による聞き取り
があるため、市窓口にお越しください。
窓口にお越しになる際は、事前に市福祉事務
所障害福祉係までお電話ください。

11 記載内容変更届 療育手帳
12 次回判定時期修正依頼 療育手帳

13 返還届 療育手帳
郵送による手続き不可。手帳を市窓口で回収す
るので、市窓口にお越しください。

14 新規申請
①診断書（３部、ない場合は１部でも可）
②保険証の写し

可能

15 再交付申請
①自立支援医療受給者証の写し
②保険証の写し
③診断書（①の有効期限の上に２年目とある場合）

可能

16 変更申請（医療機関） 自立支援医療受給者証
17 変更申請（氏名・住所） 自立支援医療受給者証

18 変更申請（保険証）
①自立支援医療受給者証
②保険証の写し

身体障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳

自立支援医療受給者証（精神通院）

療育手帳

郵送による手続き不可。手帳の書き換え手続き
があるため、市窓口にお越しください。

郵送による手続き不可。手帳の書き換え手続き
があるため、市窓口にお越しください。

郵送による手続き不可。受給者証を市窓口で
回収するので、市窓口にお越しください。


